
  
 

一

 
 

 

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
及
び
児
童
福
祉
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

案 

 

（
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
の
一
部
改
正
） 

第
一
条 

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

附
則
第
三
条
の
次
に
次
の
二
条
を
加
え
る
。 

 
 

（
食
事
提
供
体
制
加
算
に
関
す
る
経
過
措
置
） 

 

第
三
条
の
二 

厚
生
労
働
大
臣
は
、
障
害
者
の
所
得
の
状
況
等
に
鑑
み
、
当
分
の
間
、
第
二
十
九
条
第
三
項
第
一
号
に
規
定

す
る
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
（
次
条
に
お
い
て
「
算
定
基
準
」
と
い
う
。
）
の
う
ち
、
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス

等
の
利
用
者
に
対
す
る
食
事
の
調
理
等
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
に
係
る
も
の
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
食
事
提
供

体
制
加
算
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
、
こ
れ
を
廃
止
し
、
又
は
令
和
元
年
十
月
一
日
に
お
け
る
食
事
提
供
体
制
加
算
に
比

し
て
そ
の
全
部
又
は
一
部
が
利
用
者
に
不
利
な
内
容
の
も
の
（
食
事
提
供
体
制
加
算
に
よ
り
算
定
さ
れ
る
費
用
の
額
が
引

き
下
げ
ら
れ
る
も
の
又
は
食
事
提
供
体
制
加
算
の
算
定
の
要
件
が
利
用
者
に
対
す
る
食
事
の
提
供
を
制
限
す
る
こ
と
と
な



 

  
 

二

る
も
の
を
い
う
。
）
を
定
め
て
は
な
ら
な
い
。 

 
 

（
送
迎
加
算
に
関
す
る
経
過
措
置
） 

 

第
三
条
の
三 

厚
生
労
働
大
臣
は
、
障
害
者
が
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
る
機
会
を
確
保
す
る
必
要
性
に
鑑
み
、
当
分
の

間
、
算
定
基
準
の
う
ち
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
等
の
利
用
者
の
居
宅
等
と
当
該
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
等
の
事
業
を

行
う
事
業
所
等
と
の
間
の
送
迎
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
に
係
る
も
の
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
送
迎
加
算
」
と
い

う
。
）
に
つ
い
て
、
令
和
元
年
十
月
一
日
に
お
け
る
送
迎
加
算
に
比
し
て
そ
の
全
部
又
は
一
部
が
利
用
者
に
不
利
な
内
容

の
も
の
（
送
迎
加
算
に
よ
り
算
定
さ
れ
る
費
用
の
額
が
引
き
下
げ
ら
れ
る
も
の
又
は
送
迎
加
算
の
算
定
の
要
件
が
利
用
者

に
対
す
る
送
迎
の
提
供
を
制
限
す
る
こ
と
と
な
る
も
の
を
い
う
。
）
を
定
め
て
は
な
ら
な
い
。 

 

（
児
童
福
祉
法
の
一
部
改
正
） 

第
二
条 

児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

第
七
十
三
条
の
次
に
次
の
二
条
を
加
え
る
。 

 

第
七
十
四
条 

厚
生
労
働
大
臣
は
、
障
害
児
の
属
す
る
世
帯
の
所
得
の
状
況
等
に
鑑
み
、
当
分
の
間
、
第
二
十
一
条
の
五
の

三
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
（
次
条
に
お
い
て
「
算
定
基
準
」
と
い
う
。
）
の
う
ち
、



  
 

三

指
定
通
所
支
援
の
利
用
者
に
対
す
る
食
事
の
調
理
等
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
に
係
る
も
の
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て

「
食
事
提
供
加
算
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
、
こ
れ
を
廃
止
し
、
又
は
令
和
元
年
十
月
一
日
に
お
け
る
食
事
提
供
加
算
に

比
し
て
そ
の
全
部
又
は
一
部
が
利
用
者
に
不
利
な
内
容
の
も
の
（
食
事
提
供
加
算
に
よ
り
算
定
さ
れ
る
費
用
の
額
が
引
き

下
げ
ら
れ
る
も
の
又
は
食
事
提
供
加
算
の
算
定
の
要
件
が
利
用
者
に
対
す
る
食
事
の
提
供
を
制
限
す
る
こ
と
と
な
る
も
の

を
い
う
。
）
を
定
め
て
は
な
ら
な
い
。 

 

第
七
十
五
条 

厚
生
労
働
大
臣
は
、障
害
児
が
障
害
児
通
所
支
援
を
受
け
る
機
会
を
確
保
す
る
必
要
性
に
鑑
み
、
当
分
の
間
、

算
定
基
準
の
う
ち
指
定
通
所
支
援
の
利
用
者
の
居
宅
等
と
当
該
指
定
通
所
支
援
の
事
業
を
行
う
事
業
所
等
と
の
間
の
送
迎

に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
に
係
る
も
の
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
送
迎
加
算
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
、
令
和
元
年

十
月
一
日
に
お
け
る
送
迎
加
算
に
比
し
て
そ
の
全
部
又
は
一
部
が
利
用
者
に
不
利
な
内
容
の
も
の
（
送
迎
加
算
に
よ
り
算

定
さ
れ
る
費
用
の
額
が
引
き
下
げ
ら
れ
る
も
の
又
は
送
迎
加
算
の
算
定
の
要
件
が
利
用
者
に
対
す
る
送
迎
の
提
供
を
制
限

す
る
こ
と
と
な
る
も
の
を
い
う
。
）
を
定
め
て
は
な
ら
な
い
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 





  
 

五

 
 

 
 
 

理 

由 

 

現
下
の
障
害
者
の
所
得
の
状
況
等
に
鑑
み
、
当
分
の
間
、
食
事
提
供
体
制
加
算
及
び
食
事
提
供
加
算
を
廃
止
し
て
は
な
ら
な

い
も
の
と
す
る
と
と
も
に
、
障
害
者
が
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
る
機
会
を
確
保
す
る
必
要
性
に
鑑
み
、
当
分
の
間
、
送
迎

加
算
に
つ
い
て
、
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
等
の
利
用
者
に
不
利
な
内
容
の
算
定
基
準
と
な
ら
な
い
よ
う
定
め
る
等
の
必
要
が

あ
る
。
こ
れ
が
、
こ
の
法
律
案
を
提
出
す
る
理
由
で
あ
る
。 


